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１．はじめに

　リース会計基準が創設される以前からリース取

引は行われており、企業は実務慣行によって、リ

ース料の支払額を費用に計上するという単純な会

計処理を行っていた。1993年６月、わが国にお

いて初めてリース会計基準が規定され、ファイナ

ンスリース（以下、FL）取引についてはリース

資産とリース債務を貸借対照表に計上することが

原則とされたが、所有権移転外FL取引について

はオフバランス処理（例外処理）も認められてい

た（注１）。会計基準統合化の流れの中、わが国の

　本稿では脚注に開示されているリース債務情報が市場でどのように評価されているかについて、株式リスクの
点から分析した。例外処理が適用されていたファイナンスリース債務と現在のオペレーティングリース債務を分
析した結果、いずれのリース債務についても株式市場は財務リスクとして評価していないことが明らかとなった。
なお、本稿は本文と補論で構成されており、詳細を補論で述べている部分については本文中に注が付されている。
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